
新 （ ２ ０ ０ ２ 年 ） 旧 （ ２ ０ ０ １ 年 ）

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

第41類 原皮（毛皮を除く。）及び革 第41類 原皮（毛皮を除く。）及び革

注 注

１ （省 略） １ （省 略）

２ (Ａ) 第41.04 項から第41.06 項までには、なめし過程（前なめしを含む。 （新 設） 中間製品の範囲を

）中の皮のうちなめしを終えてないものを含まない（第41.01 項から第 明確化し、新41.

41.03 項まで参照）。 04項から41.06項

(Ｂ) 第41.04 項から第41.06 項までにおいて「クラスト」には、乾燥の前 までには、「なめ

に、再なめし、染着色又は加脂を行つた場合を含む。 しを終えてない皮

３ この表において「コンポジションレザー」とは、第41.15 項の物品のみをい ２ この表において「コンポジションレザー」とは、第41.11 項の物品のみをい 」を含めないこと

う。 う。 を明記。

備考 （新 設） 中間製品の分類を

１ 第41.04 項から第41.06 項までの「なめした皮」とは、なめし剤で耐熱性が 明確化し貿易形態

安定的に得られるまで処理したものをいう。 の変化への対応。

２ 第41.07 項、第41.12 項から第41.14 項までの「革」とは、革製品に求めら 用語の範囲を明確

れる性質、形状に適合させるための起毛、塗装、つや出し、型押し等の表面処 化。

理のいずれかをした皮をいう。

２００２年 輸出統計品目表改正

－１－



新 （ ２ ０ ０ ２ 年 ） 旧 （ ２ ０ ０ １ 年 ）

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

41.01 牛（水牛を含む。）又は馬類の動物の原皮（生鮮 41.01 牛又は馬類の動物の原皮（生鮮のもの及び塩蔵、 第41類類注の変更

のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他 乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処 により、新41.01

の保存に適する処理をしたもので、なめし、パー 理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又 項には、現行41.

チメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてない はこれら以上の加工をしてないものに限るものと 01項の「原皮」及

ものに限るものとし、脱毛してあるかないか又は し、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあ び41.04 項の皮の

スプリットしてあるかないかを問わない。） るかないかを問わない。） うち「なめし終え

4101.20 －全形の原皮（重量が１枚につき、単に乾燥した 4101.10 000 －全形の牛皮（重量が一枚につき、単に乾燥した てないもの」が移

ものは８キログラム以下、乾式塩蔵をしたもの ものは８キログラム以下、乾式塩蔵をしたもの 行。

は10キログラム以下又は生鮮のもの若しくは湿 は10キログラム以下又は生鮮のもの若しくは湿

式塩蔵その他の保存に適する処理をしたものは 式塩蔵その他の保存に適する処理をしたものは

16キログラム以下のものに限る。） 14キログラム以下のものに限る。） ＮＯ ＭＴ

100 －－なめし過程にないもの ＮＯ ＫＧ －その他の牛皮（生鮮のもの及び湿式塩蔵をした

900 －－その他のもの ＳＭ ＫＧ ものに限る。）

4101.50 －全形の原皮（16キログラムを超えるものに限る 4101.21 000 －－全形のもの ＮＯ ＭＴ

。） 4101.22 000 －－バット又はベンズ ＭＴ

100 －－なめし過程にないもの ＮＯ ＫＧ 4101.29 000 －－その他のもの ＭＴ

900 －－その他のもの ＳＭ ＫＧ 4101.30 000 －その他の牛皮（その他の保存に適する処理をし

4101.90 －その他のもの（バット、ベンズ及びベリーを含 たものに限る。） ＭＴ

む。） 4101.40 000 －馬類の動物の皮 ＭＴ

100 －－なめし過程にないもの ＫＧ

900 －－その他のもの ＳＭ ＫＧ

２００２年 輸出統計品目表改正

－２－



新 （ ２ ０ ０ ２ 年 ） 旧 （ ２ ０ ０ １ 年 ）

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

41.02 羊の原皮（生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け 41.02 羊の原皮（生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け 第41類類注の変更

、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので 、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので により、新41.02

、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の 、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の 項には、現行41.

加工をしてないものに限るものとし、毛が付いて 加工をしてないものに限るものとし、毛が付いて 02項の「原皮」及

いるかいないか又はスプリットしてあるかないか いるかいないか又はスプリットしてあるかないか び41.05 項の皮の

を問わない。ただし、この類の注１（ｃ）の規定 を問わない。ただし、この類の注１（ｃ）の規定 うち「なめし終え

により除かれているものを含まない。） により除かれているものを含まない。） てないもの」が移

4102.10 000 －毛が付いているもの ＫＧ 4102.10 000 －毛が付いているもの ＭＴ 行。

－毛が付いていないもの －毛が付いていないもの

4102.21 －－酸漬けしたもの 4102.21 000 －－酸漬けしたもの ＭＴ

100 －－－なめし過程にないもの ＫＧ

900 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ

4102.29 －－その他のもの 4102.29 000 －－その他のもの ＭＴ

100 －－－なめし過程にないもの ＫＧ

900 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ

２００２年 輸出統計品目表改正

－３－



新 （ ２ ０ ０ ２ 年 ） 旧 （ ２ ０ ０ １ 年 ）

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

41.03 その他の原皮（生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰 41.03 その他の原皮（生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰 第41類類注の変更

漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたも 漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたも により、新41.03

ので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以 ので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以 項には、現行41.

上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛し 上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛し 03項の「原皮」及

てあるかないか又はスプリットしてあるかないか てあるかないか又はスプリットしてあるかないか び41.06 項及び41

を問わない。ただし、この類の注１の（ｂ）又は を問わない。ただし、この類の注１の（ｂ）又は .07 項の皮のうち

（ｃ）の規定により除かれているものを含まない （ｃ）の規定により除かれているものを含まない 「なめし終えてな

。） 。） いもの」が移行。

4103.10 －やぎのもの 4103.10 000 －やぎのもの ＭＴ

100 －－なめし過程にないもの ＫＧ

900 －－その他のもの ＳＭ ＫＧ
は は

4103.20 －爬虫類のもの 4103.20 000 －爬虫類のもの ＭＴ

100 －－なめし過程にないもの ＫＧ

900 －－その他のもの ＫＧ

4103.30 －豚のもの （新 設）

100 －－なめし過程にないもの ＮＯ ＫＧ 「豚のもの」の号

－－その他のもの を新設

210 －－－床革 ＳＭ ＫＧ

290 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ

4103.90 －その他のもの 4103.90 －その他のもの

100 －－なめし過程にないもの ＫＧ 100 －－豚のもの ＮＯ ＭＴ

900 －－その他のもの ＫＧ 900 －－その他のもの ＭＴ

２００２年 輸出統計品目表改正

－４－



新 （ ２ ０ ０ ２ 年 ） 旧 （ ２ ０ ０ １ 年 ）

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

41.04 牛（水牛を含む。）又は馬類の動物のなめした皮 41.04 牛又は馬類の動物の革（毛が付いていないものに 第41類類注の変更

（なめしたもの及びクラストにしたもので、これ 限るものとし、第41.08 項又は第41.09 項の革を により、現行41.

らを超える加工をしておらず、毛が付いていない 除く。） 04項の「なめしを

ものに限るものとし、スプリットしてあるかない 4104.10 000 －全形の牛革（表面積が１枚につき28平方フィー 終えていないもの

かを問わない。） ト（2.6 平方メートル）以下のものに限る。） ＳＭ ＫＧ 」が新41.01 項に

－湿潤状態（ウェットブルーを含む。）のもの －その他の牛革及び馬類の動物の革（なめしたも 、「なめしを超え

4104.11 000 －－フルグレーン（スプリットしてないものに限 の及び再なめししたもので、これらを超える加 る加工をしたもの

る。）及びグレーンスプリット ＳＭ ＫＧ 工をしてないものに限るものとし、スプリット 」が新41.07 項に

4104.19 －－その他のもの してあるかないかを問わない。） 移行。

100 －－－床革 ＳＭ ＫＧ 4104.21 －－牛革（植物性前なめしをしたものに限る。）

900 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 100 －－－床革 ＳＭ ＫＧ

－乾燥状態（クラスト）のもの 900 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ

4104.41 －－フルグレーン（スプリットしてないものに限 4104.22 －－牛革（その他の前なめしをしたものに限る。

る。）及びグレーンスプリット ）

100 －－－染色し、着色し又は模様付けしたもの ＳＭ ＫＧ 100 －－－床革 ＳＭ ＫＧ

900 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 900 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ

4104.49 －－その他のもの 4104.29 －－その他のもの

100 －－－染色し、着色し又は模様付けしたもの ＳＭ ＫＧ 100 －－－床革 ＳＭ ＫＧ

900 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 900 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ

（次葉へ）

２００２年 輸出統計品目表改正
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新 （ ２ ０ ０ ２ 年 ） 旧 （ ２ ０ ０ １ 年 ）

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

（前葉より）

－その他の牛革及び馬類の動物の革（パーチメン

ト仕上げをしたもの及びなめした後加工したも

のに限る。）

4104.31 －－フルグレーン及びフルグレーンスプリット

100 －－－染色し、着色し又は模様付けしたもの ＳＭ ＫＧ

900 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ

4104.39 －－その他のもの

100 －－－染色し、着色し又は模様付けしたもの ＳＭ ＫＧ

900 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ

２００２年 輸出統計品目表改正

－６－



新 （ ２ ０ ０ ２ 年 ） 旧 （ ２ ０ ０ １ 年 ）

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

41.05 羊のなめした皮（なめしたもの及びクラストにし 41.05 羊革（毛が付いていないものに限るものとし、第 第41類類注の変更

たもので、これらを超える加工をしておらず、毛 41.08 項又は第41.09 項の革を除く。） により、現行41.

が付いていないものに限るものとし、スプリット －なめしたもの及び再なめししたもの（これらを 05項の「なめしを

してあるかないかを問わない。） 超える加工をしてないものに限るものとし、ス 終えていないもの

4105.10 000 －湿潤状態（ウェットブルーを含む。）のもの ＳＭ ＫＧ プリットしてあるかないかを問わない。） 」が新41.02 項に

4105.30 000 －乾燥状態（クラスト）のもの ＳＭ ＫＧ 4105.11 000 －－植物性前なめしをしたもの ＳＭ ＫＧ 、「なめしを超え

4105.12 000 －－その他の前なめしをしたもの ＳＭ ＫＧ る加工をしたもの

4105.19 000 －－その他のもの ＳＭ ＫＧ 」が新41.12 項に

4105.20 000 －パーチメント仕上げをしたもの及びなめした後 移行。

加工したもの ＳＭ ＫＧ

２００２年 輸出統計品目表改正

－７－



新 （ ２ ０ ０ ２ 年 ） 旧 （ ２ ０ ０ １ 年 ）

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

41.06 その他の動物のなめした皮（なめしたもの及びク 41.06 やぎ革（毛が付いていないものに限るものとし、 第41類類注の変更

ラストにしたもので、これらを超える加工をして 第41.08 項又は第41.09 項の革を除く。） により、現行41.

おらず、毛が付いていないものに限るものとし、 －なめしたもの及び再なめししたもの（これらを 06項の「なめしを

スプリットしてあるかないかを問わない。） 超える加工をしてないものに限るものとし、ス 終えていないもの

－やぎのもの プリットしてあるかないかを問わない。） 」が新41.03 項に

4106.21 000 －－湿潤状態（ウェットブルーを含む。）のもの ＳＭ ＫＧ 4106.11 000 －－植物性前なめしをしたもの ＳＭ ＫＧ 、「なめしを超え

4106.22 000 －－乾燥状態（クラスト）のもの ＳＭ ＫＧ 4106.12 000 －－その他の前なめしをしたもの ＳＭ ＫＧ る加工をしたもの

－豚のもの 4106.19 000 －－その他のもの ＳＭ ＫＧ 」が新41.13 項に

4106.31 －－湿潤状態（ウェットブルーを含む。）のもの 4106.20 000 －パーチメント仕上げをしたもの及びなめした後 移行。

100 －－－床革 ＳＭ ＫＧ 加工したもの ＳＭ ＫＧ

900 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ

4106.32 －－乾燥状態（クラスト）のもの

100 －－－床革 ＳＭ ＫＧ

900 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ
は

4106.40 000 －爬虫類のもの ＫＧ

－その他のもの

4106.91 000 －－湿潤状態（ウェットブルーを含む。）のもの ＫＧ

4106.92 000 －－乾燥状態（クラスト）のもの ＫＧ

２００２年 輸出統計品目表改正

－８－



新 （ ２ ０ ０ ２ 年 ） 旧 （ ２ ０ ０ １ 年 ）

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

41.07 牛（水牛を含む。）又は馬類の動物の革（なめし 41.07 その他の動物の革（毛が付いていないものに限る 第41類類注の変更

た又はクラストにした後これらを超える加工をし ものとし、第41.08 項又は第41.09 項の革を除く により、現行41.

たもので、パーチメント仕上げをしたものを含み 。） 07項の「なめしを

、毛が付いていないものに限るものとし、スプリ 4107.10 －豚のもの 終えていないもの

ットしてあるかないかを問わず、第41.14 項の革 －－染色し、着色し又は模様付けしたもの 」が新41.03 項に

を除く。） 110 －－－床革 ＳＭ ＫＧ 、「なめしたもの

－全形の革 190 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 及び再なめしした

4107.11 －－フルグレーン（スプリットしてないものに限 －－その他のもの もの」が新41.06

る。） 910 －－－床革 ＳＭ ＫＧ 項に、「なめしを

100 －－－染色し、着色し又は模様付けしたもの ＳＭ ＫＧ 990 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 超える加工をした
は

900 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ －爬虫類のもの もの」が新41.13

4107.12 －－グレーンスプリット 4107.21 000 －－植物性前なめしをしたもの ＫＧ 項に移行。

100 －－－染色し、着色し又は模様付けしたもの ＳＭ ＫＧ 4107.29 000 －－その他のもの ＫＧ 新41.07 項には、

900 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ 4107.90 000 －その他の動物のもの ＫＧ 現行41.04 項の皮

4107.19 －－その他のもの のうち「なめしを

100 －－－染色し、着色し又は模様付けしたもの ＳＭ ＫＧ 超える加工をした

900 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ もの」が移行。

（次葉へ）

２００２年 輸出統計品目表改正

－９－



新 （ ２ ０ ０ ２ 年 ） 旧 （ ２ ０ ０ １ 年 ）

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

（前葉より）

－その他のもの（サイドを含む。）

4107.91 －－フルグレーン（スプリットしてないものに限

る。）

100 －－－染色し、着色し又は模様付けしたもの ＳＭ ＫＧ

900 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ

4107.92 －－グレーンスプリット

100 －－－染色し、着色し又は模様付けしたもの ＳＭ ＫＧ

900 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ

4107.99 －－その他のもの

100 －－－染色し、着色し又は模様付けしたもの ＳＭ ＫＧ

900 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ

２００２年 輸出統計品目表改正

－１０－



新 （ ２ ０ ０ ２ 年 ） 旧 （ ２ ０ ０ １ 年 ）

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

（削 除） 41.08 削除（ＨＳ改正）

4108.00 000 シャモア革（コンビネーションシャモア革を含む 新4114.10 号へ移

。） ＫＧ 行

（削 除） 41.09 削除（ＨＳ改正）

4109.00 000 パテントレザー、パテントラミネーテッドレザー 新4114.20 号へ移

及びメタライズドレザー ＫＧ 行

（削 除） 41.10 削除（ＨＳ改正）

4110.00 000 革又はコンポジションレザーのくず（革製品の製 新4115.20 号へ移

造に適しないものに限る。）及び革の粉 ＫＧ 行

（削 除） 41.11 削除（ＨＳ改正）

4111.00 000 コンポジションレザー（革又は革繊維をもととし 新4115.10 号へ移

て製造したもので、板状、シート状又はストリッ 行

プ状のものに限るものとし、巻いてあるかないか

を問わない。） ＫＧ

２００２年 輸出統計品目表改正

－１１－



新 （ ２ ０ ０ ２ 年 ） 旧 （ ２ ０ ０ １ 年 ）

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

41.12 （新 設） 新設（ＨＳ改正）

4112.00 000 羊革（なめした又はクラストにした後これらを超 第41類類注の変更

える加工をしたもので、パーチメント仕上げをし により、新41.12

たものを含み、毛が付いていないものに限るもの 項には、現行41.

とし、スプリットしてあるかないかを問わず、第 05項の皮のうち「

41.14 項の革を除く。） ＳＭ ＫＧ なめしを超える加

工をしたもの」が

移行。

41.13 その他の動物の革（なめした又はクラストにした （新 設） 新設（ＨＳ改正）

後これらを超える加工をしたもので、パーチメン 第41類類注の変更

ト仕上げをしたものを含み、毛が付いていないも により、新41.13

のに限るものとし、スプリットしてあるかないか 項には、現行41.

を問わず、第41.14 項の革を除く。） 06項及び41.07 項

4113.10 000 －やぎのもの ＳＭ ＫＧ の皮のうち「なめ

4113.20 －豚のもの しを超える加工を

－－染色し、着色し又は模様付けしたもの したもの」が移行

110 －－－床革 ＳＭ ＫＧ 。

190 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ

－－その他のもの

910 －－－床革 ＳＭ ＫＧ

990 －－－その他のもの ＳＭ ＫＧ
は

4113.30 000 －爬虫類のもの ＫＧ

4113.90 000 －その他のもの ＫＧ

２００２年 輸出統計品目表改正

－１２－



新 （ ２ ０ ０ ２ 年 ） 旧 （ ２ ０ ０ １ 年 ）

備 考

単 位 単 位

統計品目番号 品 名 統計品目番号 品 名

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

41.14 シャモア革（コンビネーションシャモア革を含む （新 設） 新設（ＨＳ改正）

。）、パテントレザー及びパテントラミネーテッ 現行41.08 項及び

ドレザー並びにメタライズドレザー 41.09 項より移行

4114.10 000 －シャモア革（コンビネーションシャモア革を含

む。） ＫＧ

4114.20 000 －パテントレザー及びパテントラミネーテッドレ

ザー並びにメタライズドレザー ＫＧ

41.15 コンポジションレザー（革又は革繊維をもととし （新 設） 新設（ＨＳ改正）

て製造したもので、板状、シート状又はストリッ 現行41.10 項及び

プ状のものに限るものとし、巻いてあるかないか 41.11 項より移行

を問わない。）、革又はコンポジションレザーの

くず（革製品の製造に適しないものに限る。）及

び革の粉

4115.10 000 －コンポジションレザー（革又は革繊維をもとと

して製造したもので、板状、シート状又はスト

リップ状のものに限るものとし、巻いてあるか

ないかを問わない。） ＫＧ

4115.20 000 －革又はコンポジションレザーのくず（革製品の

製造に適しないものに限る。）及び革の粉 ＫＧ

２００２年 輸出統計品目表改正

－１３－


